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陸運安全協力会パトロールの再開について 
 

平素、安全協力会の活動にご協力をいただきお礼申し上げます。 

 

新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から昭和四日市石油㈱四日市製油所に

おける陸運安全協力会パトロールを 4 月 2 日実施以降は中断しておりました。 

 

今般三重県より、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』

Verr2 が、発表されました。 続いて 6 月 19 日には、都道府県間の移動制限が

全面解除されました。 

三重県指針に準拠して陸上出荷のパトロールを実施することが可能と判断され

るため、以下の手順によりパトロールを再開いたしたく会員各位のご協力をお願い

申し上げます。 

各社におかれましては、今回のパトロール手順変更についてご理解の上、確実に

励行頂くよう重ねてお願い申し上げます。 

 

なお、各社の行動基準により、現状では陸運安全協力会パトロールに参加できな

い場合は、各社の行動基準を尊重いたしますので、事務局までご連絡をお願いしま

す。 

 

記 

1. 陸運パトロール再開日時 ：7 月 2日（木）10：30 開始 （1A 班） 

（10：20 からパトロールは可能です） 

2. パトロール実施方法 ：別紙 1 パトロール実施要領 を参照のこと 

3. 従来との大きな変更点 ： 

従来は全員がまとまって、積場に向かいパトロールを

行っていましたが、3 密を避けるため、今回からは準

備の出来たパトロール者から逐次パトロールを行い、

全員での結果報告会（反省会）は行ないません。 

 

以上 

 

  



 
 
別紙 1 パトロール実施要領 

1 パトロール者の参加条件 

・当日の朝検温し、体温が 37.5℃以上の場合は、パトロールには参加しないこと。 

・パトロール日の前 2 週間以内に公私を問わず、北海道、東京都、神奈川県、千葉

県、埼玉県、福岡県を訪問した場合は、パトロールには参加しないこと。 

・パトロール日の前 2 週間以内に海外渡航をしていないこと。 

・当日体調不良を感じる場合は、無理をせず欠席して下さい。 

・原則として車で来所すること。 

 

2 パトロールの手順 

・パトロール者は、マスクを着用すること。 

・パトロール者同士は 2ｍ以上の間隔を保ち、不要な会話を行わないこと。 

・パトロール者は、休憩室に到着後、出席簿に名前を記入後、ゼッケンを着け、チ

ェックシートを持って準備が出来たら、個別にパトロールを行って下さい。 

・積場でのパトロール開始前のパトロール者による指差唱和は、省略して下さい 

・チェックシートでローリー1 台分のチェックが完了したら、乗務員に良かった点、

改善してほしい点を簡潔に伝えて積場でのパトロールを終了します。 

・全員での反省会はないので、注意点、良かった点はチェックシートに簡潔に書い

て下さい。 

・乗務員休憩室に戻り、ゼッケンをロッカーに収納し、チェックシートを机の上に

おいて、お茶ボトルを受領して速やかに退出して下さい。 

全員が集まっての結果報告会（反省会）は、行いません。 

・パトロール終了後、休憩室を退出前に手洗いを実施して下さい。 

 

3 事務局の準備 

・事務局は、パトロール開始 10 分前までに、チェックシート、ゼッケン、出席簿、

保護メガネ等を乗務員休憩室の机上に準備する。 

・休憩室のドア、窓は極力開放して空気の対流を防止する。 

 


